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本調査報告について



June 2009 Page 3

はじめに

私ども新日本有限責任監査法人およびｱｰﾝｽﾄｱﾝﾄﾞﾔﾝｸﾞ・ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社は、企業が直面する経営

課題に対して、如何に的確にﾆｰｽﾞを把握し、対応を図ることができるかという観点から皆様のｻﾎﾟｰﾄに取り組んでおります。

百年に一度と言われる不況の中、多くの企業が不本意ながらも雇用調整に着手し始めています。このような状況において、

他社の雇用調整の動向、実施施策の内容は多くの企業にとって重大な関心事と思われます。特に今後雇用調整を検討されて

いる企業においては他社の取り組みを洞察することにより、自社の取り組みの方向性を決定するにあたり大きな示唆を得られ

るものと考えられます。

また、不況に伴う株価の低迷は、日本における代表的な企業年金制度である税制適格退職年金制度の2012年3月末での廃
止と相俟って、多くの企業に早急に退職給付制度の見直しを迫る要因となっています。退職給付制度の現状と変更の方向性、

変更に伴う問題点の分析は、現行の退職給付制度に問題をお感じになっている多くの企業にとって有益なものと考えておりま

す。

本ﾚﾎﾟｰﾄは、ご回答いただいた結果を弊法人において独自に集計・分析したものであり、そのご回答内容を保証するものでは

ございませんが、皆様の今後の業務の推進の参考としていただければ幸甚です。

最後に、ご回答いただいたすべての方々に対し、貴重なお時間とご意見を頂戴いたしましたこと、本紙面を借りて深く御礼申

し上げます。

2009年6月吉日

新日本有限責任監査法人

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ統括責任者

恩田 勲

ｱｰﾝｽﾄｱﾝﾄﾞﾔﾝｸﾞ・ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ・
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社

代表取締役COO

上野 光正
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ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞｻﾏﾘｰ

► ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入済み、導入決定している企業は全体の5%、今後ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入したいと考え
ている企業も全体の8%に止まり、ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ導入にあたっての問題点として「賃金の低下」、「職務
分担・引継ぎが難しい」という点が最も多く挙げられています

► 労働時間の抑制の取り組みについては時間外勤務時間の抑制が中心であり（全体の68%が実施）、
所定内勤務時間の抑制（全体の5%が実施）、労働日数の抑制（全体の18%が実施）を実施する企業
は比較的少数に止まっています

► 労務関連費用の削減については全体の44%が実施するとしており、教育訓練費や福利厚生費だけ
でなく、給与、賞与の削減にまで踏み込む企業が多数となっています

雇用維持、
労務費削減方策
について

退職給付制度
について

正社員の
人員削減方策
について

► 希望退職については2009年に実施済み、実施予定の企業は全体の4%に止まっています

► 退職勧奨を実施する企業は全体の11%に上る一方、整理解雇の実施は全体の1%に止まっています

► 前年度と比較して採用抑制を実施する企業は全体の37%に上り、抑制を実施する企業では新卒、中
途ともに前年度比51%以上の削減を行う企業が多数となっています

► 人員削減の対象としては特定の部署、年齢層に限らず「全体」とする企業数が最多となっています

► 現行の退職給付制度について、全体の69%が、単なる福利厚生のみではなく、人事・財務面におい
て意味のある制度と回答しています

► 退職給付制度の変更について、過去3年間に実施済みおよび今後3年間に実施予定の企業の多数
（実施済み企業の76%、実施予定企業の75%）が、「適格年金廃止への対応」を主な理由として挙げ
ています
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1. 調査概要および回答企業の属性
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1-1.調査の概要

調査期間

調査方法

調査対象企業

► 2009年2月3日 ~ 4月10日

►上場企業および弊法人セミナー参加非上場企業 計3,935社

►郵便による質問票の送付、回収
►Webのｻｰﾍﾞｲ専用ｻｲﾄへの回答

回答企業・
最終回答率

►回答企業数171社（最終回答率4.3%）

調査の目的 ►不況下における雇用調整の動向、退職給付制度の見直し検討状況の把握
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製造
40%

販売
19%

ｻｰﾋﾞｽ
40%

回答なし
1%

100-299人
33%

300-999人
29%

1000-2999人
13%

3000人以上
6% 100人未満

18%

回答なし
1%

1-2.回答企業の属性(1/2)

正社員数 業種（小分類）

171合計

1回答なし

113000人以上

231000-2999人

49300-999人

57100-299人

30100人未満

回答数正社員数

1

0

8

5

9

1

1

10

0

0

3

3

1

3

4

3

4

4

7

33

12

9

0

0

5

22

1

19

3

0 5 10 15 20 25 30 35

水産・農林

鉱業

建設

電機・機械

食品

繊維製品

ﾊﾟﾙﾌﾟ・紙

化学・医薬品

石油・石炭製品

ｺﾞﾑ製品

ｶﾞﾗｽ・土石製品

鉄鋼

非鉄金属

金属製品

機械

電気機器

輸送品機器

精密機器

その他製造

商業

金融・保険

不動産

陸運

空運

倉庫・運輸関連

情報・通信

電気・ｶﾞｽ

ｻｰﾋﾞｽ

回答なし

業種（大分類）

68ｻｰﾋﾞｽ

171合計

1回答なし

33販売

69製造

回答数業種
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あり
43%

なし
56%

回答なし
1%

0-20%
82%

51-100%
7%

回答なし
6%

21-50%
5%

上場
96%

非上場
3%

回答なし
1%

過去5年以内
2% 6-10年前

12%

11-20年前
10%

21-30年前
15%

31年以上前
60%

回答なし
1%

1-2.回答企業の属性(2/2)

171合計

1回答なし

10331年以上前

2521-30年前

1711-20年前

216-10年前

4過去5年以内

回答数設立年

設立年 国外資本所有比率

171合計

1回答なし

5非上場

165上場

回答数上場/非上場

上場/非上場 労働組合の有無

171合計

10回答なし

1251-100%

821-50%

1410-20%

回答数所有比率

171合計

1回答なし

96なし

74あり

回答数労組有無



June 2009 Page 9

2. 雇用維持、労務費削減方策について
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3%

2%

8%

4%

9%

97%

98%

92%

96%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ

8%

2%

92%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あり

なし

はい いいえ

いいえ
94%

はい
5%

回答なし
1%

7% 93%

97%

97%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ

2-1.ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞについて(1/4)

ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入済み、もしくは今後、導入することが決定していますか？

171合計

1回答なし

162いいえ

8はい

回答数回答内容

► ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入済み、導入決定している企業は全体
の5%に止まっています

► 業種別には製造業において7%の企業が導入を決定し
ており、他の業種よりも高い割合となっています

► 労働組合がある企業の導入割合が労働組合がない企
業の導入割合を上回っています

【全体】

【業種別】

【正社員数別】

【組合有無別】
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1

2

2

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

営業

製造

管理

全体

3

1

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1年未満

1年以上3年未満

期間の定めなし

2-1.ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞについて(2/4)

ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入済み、もしくは今後、導入することが決定している場合、対象業務はどのような業務ですか？

ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入済み、もしくは今後、導入することが決定している場合、実施期間はどのくらいですか？

（注）複数回答可

► 製造業に分類される企業の導入割合が高いものの、対
象業務は製造業務に限らないｹｰｽが多く見られます

► 実施期間については期間の定めなしとする回答数が最
多となりました

【導入8社】

【導入8社】

(回答企業数)

(回答企業数)
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はい
8%

いいえ
92%

1

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

はい

いいえ

2-1.ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞについて(3/4)

ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入済み、もしくは今後、導入することが決定している場合、ﾄﾗｲｱﾙ期間を設定しますか？

ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入しておらず、今後、導入することも決定していない場合、今後ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを導入したいと考えていますか？

► ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞを今後導入したいと考えている企業は回答
企業全体の8%に止まっています

► 特にｻｰﾋﾞｽ業では導入を検討している企業が少数です

【導入8社】

12%

11%

88%

89%

98%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ

【全体】 【業種別】

(回答企業数)
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3

3

3

2

2

2

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

賃金の低下

職務分担・引継ぎが難しい

給与・人事制度の変更が困難

生産性低下

社会保険の取り扱い

人材開発

組合対応

75

74

57

46

21

17

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80

賃金の低下

職務分担・引継ぎが難しい

給与・人事制度の変更が困難

生産性低下

組合対応

社会保険の取り扱い

人材開発

2-1.ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞについて(4/4)

制度設計にあたって、どのようなことが問題点とお感じですか？

（注）複数回答可

► ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞの制度設計にあたっての問題として、「賃金
の低下」(75社)と「職務分担・引継ぎが難しい」(74社)こと
が最も多く挙げられました

► 導入8社のみの集計でも全体集計と同様の問題意識が
挙げられています

【全体】 【導入8社】

（注）複数回答可

(回答企業数) (回答企業数)
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40%

68%

80%

70%

82%

57%

28%

20%

30%

18%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

74%

76%

57%

22%

24%

43%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

はい
68%

いいえ
30%

回答なし
2%

2-2.労働時間の抑制（ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ以外）について(1/3)

時間外勤務時間の抑制を行いますか？

► 時間外勤務時間の抑制を実施する企業が全体の68%
に上っています

► 業種別に見ると、ｻｰﾋﾞｽ業では時間外勤務時間の抑制
を行う企業が比較的少ないと言えます

► 正社員数別に見ると、ほぼ規模が大きくなるにつれて抑
制を行う企業の割合が高いと言えます

171合計

4回答なし

52いいえ

115はい

回答数回答内容

【全体】

【業種別】

【正社員数別】
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7%

5%

4%

4%

90%

91%

96%

96%

100%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

4%

6%

4%

92%

94%

96%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

いいえ
93%

回答なし
2% はい

5%

2-2.労働時間の抑制（ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ以外）について(2/3)

所定内勤務時間の抑制を行いますか？

► 所定内勤務時間を抑制する企業は全体の5%に止まっ
ています

► 業種別に見ると、抑制実施企業の割合に大きな差異は
見られません

► 正社員数別に見ると、規模が小さいほど実施企業の割
合が高くなっています

171合計

4回答なし

159いいえ

8はい

回答数回答内容

【全体】

【業種別】

【正社員数別】
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35%

9%

4%

61%

91%

96%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

はい
18%

いいえ
80%

回答なし
2%

2-2.労働時間の抑制（ﾜｰｸｼｪｱﾘﾝｸﾞ以外）について(3/3)

労働日数の抑制（休業日の増加）を行いますか？

► 労働日数の抑制を行う企業が全体の18%となっていま
す

► 業種別に見ると製造業で抑制実施企業の割合が顕著に
高くなっています

► 正社員数別に見ると、規模が大きいほど実施割合が高く
なっています

171合計

4回答なし

137いいえ

30はい

回答数回答内容

【全体】

【業種別】

3%

16%

16%

30%

45%

93%

81%

84%

70%

55%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

【正社員数別】
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55%

36%

38%

42%

64%

62%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

はい
44%

いいえ
54%

回答なし
2%

2-3.労務関連費用の削減について(1/3)

労務関連費用の削減を行いますか？

171合計

3回答なし

92いいえ

76はい

回答数回答内容

► 全体の44%の企業が労務関連費用の削減を行うとして
います

► 業種別に見ると特に製造業で削減実施企業の割合が高
くなっています

【全体】

【業種別】

43%

51%

39%

39%

55%

57%

46%

61%

61%

45%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

【正社員数別】
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52

50

21

14

0 20 40 60 80 100

給与

賞与

福利厚生費

教育訓練費

69

61

50

0 20 40 60 80 100

役員

管理職

一般社員

2-3.労務関連費用の削減について(2/3)

労務関連費用の削減を行う場合、対象者は？

労務関連費用の削減を行う場合、対象となる費用項目は？

（注）複数回答可

（注）複数回答可

► 削減対象労務関連費用項目は給与、賞与といった従業
員の生活に与える影響が大きいと考えられる項目にま
で踏み込んでいるｹｰｽが多くなっています

► 労務関連費用削減対象者は役職上位ほど多くなってい
ますが、一般社員を対象としている企業も50社に上りま
す

【全体】

【全体】

(回答企業数)

(回答企業数)
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2-3.労務関連費用の削減について(3/3)

具体的な削減の内容について（記述式）

► 管理職賞与が一率ﾀﾞｳﾝの予定、

教育研修費も大幅ﾀﾞｳﾝ予定

► 管理職・役員は給与ｶｯﾄ（削減幅未定）、

一般社員も含め賞与の削減（業績連動）

► 役員は減給、社員（管理職）は昇給の一時停止

► 月例給与額2%以上の削減

► 省人、省力化投資による採用抑制及び

時間外手当の削減

► 賞与の減額、役員報酬の減額

► 役員報酬ｶｯﾄ(社長10%、取締役7%) 部長給与3%ｶｯﾄ

► 役員報酬ｶｯﾄ（代表20%、取締役5%）

► 福利厚生に係る各種補助金の削減

► 慰安費の削減

► 全社員の昇給ｽﾄｯﾌﾟと役員の賞与中止、

期末決算賞与の中止

► 制度変更による退職給付費用の削減

► 役員報酬の期限付きカット（10-20%）
► 従業員賞与ｶｯﾄおよび役員報酬全額ｶｯﾄ

► 人員削減、給与減額

► 業績連動型賞与、業務効率化による残業代抑制

► 役員報酬カット、固定的賃金の一部である

「勤務手当」の支給率引下げ

► 役員報酬10%ｶｯﾄ

► 役員；年収の20-30%ｶｯﾄ、管理職；年収の5%ｶｯﾄ、

一般社員；賞与の抑制（詳細未定）

► 年俸の一律ｶｯﾄ

► 役員は月額報酬 一般社員は業績賞与のｶｯﾄ

► 賞与約7%ｶｯﾄ

► 役員報酬の減額、一定以上の役職者の給与削減

► 役員報酬ｶｯﾄ(社長30%、取締役相談役20%)
取締役部長は10%ｶｯﾄ

► 優秀者に傾斜配分する

► 役員報酬、社員の賞与の減額、福利厚生制度・設備の見直し
（利用頻度の低いものの廃止など）

► 役員▲20%、部長以上▲10%、課長▲5%、一般…賞与が業績連
動、福利厚生…忘年会、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ費用（10,000円/年→6,000
円/年)

► 2日から4日の休業を実施し休業日の手当を70%支給（30%ｶｯﾄ）

► 未定だが役員賞与削減あるいはｾﾞﾛはほぼ確定

► 賞与の大幅なｶｯﾄ、賃金の業績に応じた段階的ｶｯﾄ

► 役員給与30%から40%ｶｯﾄ、その他全社員給与10%ｶｯﾄ
(それぞれ1年間)

► 役員報酬20%ｶｯﾄ、管理職年俸10%ｶｯﾄ、一般社員基本給5%ｶｯﾄ、
時間外労働の抑制など

► 給与：昇給凍結、賞与：支給額圧縮

► 役員は賞与返上、月額報酬10%から15%ｶｯﾄ、管理職は賞与を業
績比例で減額、月額報酬5%ｶｯﾄを目途に検討中

【全体】
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3. 正社員の人員数削減方策について
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4%

4%

96%

100%

96%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ

3%

4%

27%

97%

96%

100%

100%

73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ

はい
4%

いいえ
95%

回答なし
1%

3-1.希望退職制度について(1/5)

2009年１月以降の実績および2009年中の予定
希望退職を実施しますか？

► 2009年中に希望退職制度を実施する企業は全体の4%
に止まっています

171合計

1回答なし

164いいえ

6はい

回答数回答内容

【全体】

【業種別】

【正社員数別】



June 2009 Page 22

1

1

1

0

1

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0-5%

6-10%

11-20%

21-30%

31%以上

設定なし

1

4

0

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-2月

3-4月

5-6月

7-8月

9-10月

11-12月

3-1.希望退職制度について(2/5)

2009年１月以降の実績および2009年中の予定
希望退職を実施する場合、退職日はいつですか？

希望退職を実施する場合、当該希望退職制度はM&Aに関連
するものですか？

0

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

はい

いいえ

希望退職を実施する場合、募集する人数は全社員に対して何％
ですか？

希望退職を実施する場合、募集する人数を決定するために
考慮された要素はどのようなことですか？（記述式）

► 不採算部門の切り分け

► 受注高（売上高）

► 募集する人数の設定はしていない

► 募集人数は定めないが途中で打ち切りの可能性あり、役職、処
遇によって年齢制限を設けている

► 実施の時期は3-4月が最も多く、募集人数の全社員に対
する割合はばらつきが見られます

【実施6社】

【実施6社】

【実施6社】

【実施6社】

(回答企業数)

(回答企業数)

(回答企業数)
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6

0

0

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

50%未満

50-70%

71-100%

101-150%

151%以上

3-1.希望退職制度について(3/5)

（既に希望退職を実施している場合）応募率
（応募者数/募集人数）は何％でしたか？

希望退職を実施する場合、通常の退職金に加算した割り増し
退職金はありますか？

割り増し退職金がある場合、その金額水準はどのような
算定式で求められますか？（記述式）

割り増し退職金がある場合、その金額水準を決定されるに
あたって考慮された要素はどのようなことですか？（記述式）

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

はい

いいえ

► 基本給の4ヶ月分
► 基本給の3ヶ月から6ヶ月分、月数は年齢に応じて決定
► 満53歳以降60までの期間に対し、年間30万円の加算
► 月給×加算月数（申請年の年齢による）、

最大24ヶ月（45～55歳）

► 会社の負担可能範囲

► 過去の同制度での水準

（注）2009年以前の実施例を含む

（注）2009年以前の実施例を含む

► 応募率は50%未満となった事例が多数となっています

【全体】

【全体】

【全体】

【全体】

（注）2009年以前の実施例を含む

（注）2009年以前の実施例を含む

(回答企業数)

(回答企業数)
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3-1.希望退職制度について(4/5)

2009年１月以降の実績および2009年中の予定
希望退職を実施する場合、応募条件を設定されますか？

応募条件を設定する場合、どのような条件を
設定されますか？（記述式）

希望退職を実施する場合、優秀人材に対する
ﾘﾃﾝｼｮﾝ（引き止め）施策を実施しますか？

ﾘﾃﾝｼｮﾝ（引き止め）施策を実施する場合、
どのような施策を実施されますか？（記述式）

► 年齢45歳以上59歳未満で会社が認めた者
► 年齢、勤続年、役職、処遇、ポジションによる条件設定

► 本人より希望の申し出があっても、会社が認めないと希望退職
を適用しないとしている

► 退職条件に「会社が認めた者」と制度として明記しておく

2

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

はい

いいえ

4

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

はい

いいえ

► 応募条件の設定を行う会社は6社中2社に止まる一方、
優秀人材に対して何らかの引止め策を実施する企業は
4社に上りました

【実施6社】

【実施6社】

【実施6社】

【実施6社】

(回答企業数) (回答企業数)
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3

2

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

再就職支援会社利用

特別休暇付与

再就職斡旋

3-1.希望退職制度について(5/5)

2009年１月以降の実績および2009年中の予定
希望退職を実施する場合、再就職支援を実施しますか？

再就職支援を実施する場合、どのような施策を実施されますか？

4

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

はい

いいえ

（注）複数回答可

► 再就職支援を行う企業数が行わない企業数を上回って
おり、実施する施策としては再就職支援会社の利用と特
別休暇の付与が挙げられています

【実施6社】

【実施4社】

(回答企業数)

(回答企業数)
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7%

16%

8%

27%

77%

67%

80%

100%

64%

17%

18%

12%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

7%

6%

16%

76%

85%

74%

17%

9%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

はい
11%

いいえ
76%

回答なし
13%

3-2.退職勧奨および整理解雇について(1/2)

退職勧奨を実施しますか？

► 退職勧奨を実施する企業は全体の11%に上っています

► 業種別に見ると、ｻｰﾋﾞｽ業での実施割合が高くなってい
ます

171合計

23回答なし

130いいえ

18はい

回答数回答内容

【全体】

【業種別】

【正社員数別】
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3%

1%

83%

88%

87%

17%

9%

12%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

3%

2%

77%

81%

88%

100%

91%

20%

18%

12%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

はい
1%回答なし

14%

いいえ
85%

3-2.退職勧奨および整理解雇について(2/2)

整理解雇を実施しますか？

► 整理解雇を実施する企業は全体の1%に止まっています

171合計

24回答なし

145いいえ

2はい

回答数回答内容

【全体】

【業種別】

【正社員数別】
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40%

33%

40%

50%

55%

50%

10%

12%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋﾞｽ

はい いいえ 回答なし

はい
37%

いいえ
49%

回答なし
14%

3-3.採用抑制について(1/2)

人員数の自然減を目的として採用抑制を実施しますか？

171合計

24回答なし

84いいえ

63はい

回答数回答内容

► 採用抑制を行う企業は全体の37%に上っており、業種に
関わらず抑制を行う企業の割合が高くなっています

【全体】

【業種別】

37%

37%

39%

26%

55%

47%

46%

49%

70%

36%

17%

18%

12%

4%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

【正社員数別】
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16

4

10

37

29

0 10 20 30 40 50

0-10%

11-30%

31-50%

51%以上

抑制なし

10

10

18

22

37

0 10 20 30 40 50

0-10%

11-30%

31-50%

51%以上

抑制なし

3-3.採用抑制について(2/2)

前年度と比較して新卒採用の抑制率はどの程度ですか？

前年度と比較して中途採用の抑制率はどの程度ですか？

► 新卒、中途採用ともに前年度と比較して51%以上の削
減を行う企業が多数となっています

【全体】

【全体】

(回答企業数)

(回答企業数)
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6

14

13

43

1

0 10 20 30 40 50

営業

製造

管理

全体

その他

3-4.人員削減対象について

人員削減（自然減、希望退職、退職勧奨、整理解雇を全て含む）を実施する可能性が高い部門はどこですか？

人員削減（自然減、希望退職、退職勧奨、整理解雇を全て含む）を実施する可能性が高いのはどの年齢層ですか？

（注）複数回答可

4

3

8

20

12

32

0 10 20 30 40 50

20代

30代

40代

50代

60代

全体

（注）複数回答可

► 部門間では大きな差異はみられず、「全体」の回答が最
多となっています

► 年齢では「50代」,「60代」が他の年代と比して多いもの
の、「全体」の回答が最多となっています

【全体】

【全体】

(回答企業数)

(回答企業数)
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4. 退職給付制度について
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福利厚生＋
それ以外

51%

福利厚生
のみ
31%

福利厚生
以外のみ

18%

4-1.退職給付制度の目的について(1/2)

退職給付制度の目的は何ですか？

（注）複数回答可

171合計

10回答なし

17退職給付制度なし

26「福利厚生の一環」以外のみ

45「福利厚生の一環」のみ

73「福利厚生の一環」＋それ以外

回答数回答内容

10回答なし

17退職給付制度なし

1公的年金の補填

11費用対効果のある給付と考えるため

25同業他社との競争力保持

47税制面での優遇措置のため

65従業員のｱﾄﾗｸｼｮﾝ（惹きつけ）やﾘﾃﾝｼｮﾝ（引き止め）

118福利厚生の一環

回答数回答内容

► 退職給付制度実施企業(「退職給付制度なし」および「回答
なし」を除く全144社)の82%(51%+31%)が、その目的を
「福利厚生の一環」と回答しています

► 但し、実施企業の69%(51%+18%)は、退職給付制度を単
なる福利厚生の一環としてのみではなく、人事・財務戦略
的な面においても意味のある制度と捉えています

<上表太枠：退職給付制度実施企業(144社)内訳>

【全回答】 【全体】



June 2009 Page 33

4%

6%

47%

64%

67%

19%

21%

24%

9%

10%

6%

4%
1%

12% 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ｻｰﾋﾞｽ

販売

製造

完全に達成している ある程度達成している ほとんど達成していない

全く達成していない わからない 回答なし

完全に達成し
ている

7%

わからない

17%

回答なし

13%

ある程度達成
している

58%

ほとんど達成
していない

4%

全く達成して
いない

1%

9%

8%

5%

10%

100%

70%

59%

58%

33%

2%

10%

13%

16%

19%

20%

9%

8%

16%

27%

6%
2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

>=3000

1000-2999

300-999

100-299

1-100

完全に達成している ある程度達成している ほとんど達成していない

全く達成していない わからない 回答なし

4-1.退職給付制度の目的について(2/2)

退職給付制度の目的の達成度はどのような状況でしょうか？

171合計

23回答なし

29わからない

1全く達成していない

7ほとんど達成していない

99ある程度達成している

12完全に達成している

回答数回答内容

► 全体の65%(7%+58%)の企業が「ある程度」以上の達成を
実感している一方で、「わからない」という回答も17%を占
めています

► 業種別に見ると、ｻｰﾋﾞｽ業では、達成感が比較的低いと言
えます

► 正社員数別に見ると、規模が大きくなるにつれて、達成感
が比較的高いと言えます

【全体】 【正社員数別】

【業種別】
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27%

16%

29%

22%

18%

67%

68%

67%

74%

73%

16%

9%

4%

4%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

22%

18%

25%

74%

79%

59%

4%

16%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋ゙ ｽ

はい いいえ 回答なし

はい

22%

いいえ

69%

回答なし

9%

4-2.過去3年間の退職給付制度変更について(1/3)

過去3年以内に制度変更しましたか？

171合計

15回答なし

118いいえ

38はい

回答数回答内容

【全体】

► 全体の22%の企業が過去3年間に制度変更を実施して
います

► 業種別、正社員数別に見ると、制度変更実施企業の割
合に大きな差異は見られません

【業種別】

【正社員数別】
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4-2.過去3年間の退職給付制度変更について(2/3)

過去3年以内に制度変更を行った場合、その理由・目的をご回答ください。

（注）税制適格退職年金制度（適格年金）は2012年3月末に廃止されます
（注）複数回答可

► 制度変更を実施した企業(38社)のうち76%(29社)が「適格
年金廃止への対応」を変更理由として挙げています

► 法改正や事業環境の変化等の外的要因が最も多く挙げら
れました（「適格年金廃止への対応」を含む）

► 次いで、財務関連（年金債務・会計費用の削減）、人事関
連（人事・給与制度の変更に連動）が多くなっています

【全回答】

1総合型基金制度廃止その他

1給付競争力保持

7給与制度の変更に連動

7人事制度の変更に連動

内的要因・人事

2キャッシュ費用削減

9会計費用削減

12年金債務削減

内的要因・財務

1公的年金縮小への対応

1グローバルの方針への対応

1会社規模が前制度加入要件超過

1会社分割

2吸収・合併

29適格年金廃止への対応

外的要因

回答数回答内容分類
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4-2.過去3年間の退職給付制度変更について(3/3)

過去3年以内に制度変更を行った場合、具体的な変更点をご回答ください。

（注）複数回答可

2代行返上

2厚生年金基金脱退
厚生年金基金関連

3年金財政予定利率変更掛金変更

1給付水準引上げ

1給付水準引下げ

1給付対象者変更

4年金支給期間変更

7年金給付利率変更

給付額計算変更

4ｷｬｯｼｭﾊﾞﾗﾝｽ･ﾌﾟﾗﾝ導入

9ﾎﾟｲﾝﾄ制度に変更
給付基礎変更

10確定拠出年金制度完全導入

12確定拠出年金制度一部導入

13確定給付企業年金導入

運営制度変更

回答数回答内容分類

► 変更点として、2012年3月末に廃止される適格年金の代替
措置としての「運営制度変更」が最も多くなっています

【全回答】
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30%

18%

35%

48%

27%

63%

68%

61%

48%

73%

14%

4%

4%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-100

100-299

300-999

1000-2999

>=3000

はい いいえ 回答なし

42%

21%

21%

54%

70%

69%

4%

10%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

製造

販売

ｻｰﾋ゙ ｽ

はい いいえ 回答なし

はい

30%

いいえ
62%

回答なし

8%

4-3.今後3年間の退職給付制度変更について(1/4)

今後3年以内に制度変更する予定はありますか？

171合計

13回答なし

107いいえ

51はい

回答数回答内容

► 全体の30%の企業が今後3年間に制度変更を予定してい
ます

► 業種別に見ると、特に製造業で変更実施予定企業の割合
が高くなっています

【全体】

【業種別】

【正社員数別】
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4-3.今後3年間の退職給付制度変更について(2/4)

今後3年以内に制度変更する予定がある場合、その理由・目的をご回答ください。

► 制度変更を予定している企業(51社)のうち75%(38社)が
「適格年金廃止への対応」を変更理由として挙げています

► 次いで、財務関連（年金債務の削減）、人事関連（人事・給
与制度の変更に連動）の要因が多くなっています

（注）税制適格退職年金制度（適格年金）は2012年3月末に廃止されます
（注）複数回答可

1キャリア採用促進のため

2給付競争力保持

1リストラクチャリング

5給与制度の変更に連動

11人事制度の変更に連動

内的要因・人事

2キャッシュ費用削減

2会計費用削減

11年金債務削減

内的要因・財務

38適格年金廃止への対応外的要因

回答数回答内容分類

【全回答】
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4-3.今後3年間の退職給付制度変更について(3/4) 

今後3年以内に制度変更する予定がある場合、具体的な変更点をご回答ください。

（注）複数回答可

12検討中

2年金制度への移行割合を変更
その他

1年金財政予定利率変更掛金変更

1給付水準引上げ

2給付水準引下げ

4年金給付利率変更

給付額計算変更

3キャッシュバランスプラン導入

6ポイント制度に変更
給付基礎変更

4中小企業退職金共済導入

2確定拠出年金制度完全導入

18確定拠出年金制度一部導入

19確定給付企業年金導入

運営制度変更

回答数回答内容分類

► 予定されている変更点として、2012年3月末に廃止される
適格年金の代替措置としての「運営制度変更」が最も多く
なっています

【全回答】
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4-3.今後3年間の退職給付制度変更について(4/4) 

今後3年以内に制度変更する予定がある場合、その制度変更推進にあたり想定される阻害要因は何ですか？

（注）複数回答可

► 予定されている制度変更について、作業に係るﾏﾝﾊﾟﾜｰや
ｺｽﾄへの関心が高くなっています

► 同様に、労働組合、ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ、従業員、年金受給者との
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝも重要視されています

【全回答】

5わからない

6特になし

1景況の悪化

1人材流出

1社員(全般)の同意

3年金受給者の同意

3短期勤続従業員の同意

6長期勤続従業員の同意

6マネジメントの同意

11労働組合の同意

11制度変更コスト

15制度変更作業対応の人材不足

回答数回答内容
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Appendix
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制度設計にあたって、どのようなことが問題点とお感じですか？（2）
（1）の回答が「いいえ」の場合、今後、ワークシェアリンクﾞを導入したいと考えていますか？1-4

（1）の回答が「はい」の場合、トライアル期間を設定しますか？1-3

（1）の回答が「はい」の場合、実施期間はどのくらいですか？1-2

（1）の回答が「はい」の場合、対象業務はどのような業務ですか？1-1
ワークシェアリングを導入済み、もしくは今後、導入することが決定していますか？（1）

労働組合の有無についてご回答ください。（6）
発行済み株式のうち、国外資本に所有されている比率についてご回答ください。（5）
上場、非上場の別についてご回答ください。（4）
御社はいつ設立されましたか？（3）
御社の業種についてご回答ください。（2）
御社の正社員数についてご回答ください。（1）

2. 雇用維持、労務費削減方策について
（2009 年1 月以降の実績および今後の予定についてお答えください）

2. 労働時間の抑制（ワークシェア以外）について

3. 労務関連費用の削減について

時間外勤務時間の抑制を行いますか？（1）
所定内勤務時間の抑制を行いますか？（2）
労働日数の抑制（休業日の増加）を行いますか？（3）

1. ワークシェアリングについて

具体的な削減の内容を御記載ください。1-3

対象となる労務関連費用項目は？1-2

対象者は？1-1
労務関連費用の削減を行いますか？（1）

1. 御社について

Appendix -本調査の質問項目
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Appendix -本調査の質問項目

3. 正社員の人員数削減方策について
（2009 年1 月以降の実績および2009 年中の予定についてお答えください）

人員削減（自然減、希望退職、退職勧奨、整理解雇をすべて含む）を実施する可能性が高い部門はどこですか？
人員削減（自然減、希望退職、退職勧奨、整理解雇をすべて含む）を実施する可能性が高いのはどの年齢層ですか？

（5）
（6）

前年度と比較して中途採用の抑制率はどの程度ですか？4-2
前年度と比較して新卒採用の抑制率はどの程度ですか？4-1

人員数の自然減を目的として採用抑制を実施しますか？
（回答が「はい」の場合、以下の4-1～4-2 にお答えください）

（4）
整理解雇を実施しますか？（3）
退職勧奨を実施しますか？（2）

どのような施策を実施されますか？1-9-1

再就職支援を実施しますか？
（回答が「はい」の場合、以下の1-9-1 にお答えください）

1-9
どのような施策を実施されますか？1-8-1

優秀人材に対するリテンション（引き止め）施策を実施しますか？
（回答が「はい」の場合、以下の1-8-1 にお答えください）

1-8
どのような応募条件を設定されますか？（年齢、勤続年数、ポジション等）1-7-1

応募条件を設定されますか？
（回答が「はい」の場合、以下の1-7-1 にお答えください）

1-7
割り増し退職金の水準を決定されるにあたって考慮された要素はどのようなことですか？1-6-2
その際の割り増し退職金の水準はどのような算定式で求められますか？1-6-1

通常の退職金に加算した割り増し退職金はありますか？
（回答が「はい」の場合、以下の1-6-1～1-6-2 にお答えください）

1-6
（既に実施している場合）応募率（応募者数/募集人数）は何％でしたか？1-5
募集する人数を決定するために考慮された要素はどのようなことですか？1-4
募集する人数は全正社員数に対しておよそ何％ですか？1-3
当該希望退職制度はM&A に関連するものですか？1-2
希望退職の退職日はいつですか？1-1

希望退職を実施しますか？ （回答が「はい」の場合、以下の1-1～1-9 にお答えください）
※複数回実施する場合は直近の制度についてお答えください。

（1）
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Appendix -本調査の質問項目

4. 退職給付について

（4）の回答が「はい」の場合、その制度変更推進にあたり想定される阻害要因は何ですか？4-3
（4）の回答が「はい」の場合、具体的な変更点をご回答ください。4-2
（4）の回答が「はい」の場合、その理由をご回答ください。4-1

今後3 年以内に制度変更する予定はありますか？
（回答が「はい」の場合、以下の4-1～4-3 にお答えください。）

（4）
（3）の回答が「はい」の場合、具体的な変更点をご回答ください。3-2
（3）の回答が「はい」の場合、その理由をご回答ください。3-1

過去3 年以内に制度変更しましたか？
（回答が「はい」の場合、以下の3-1～3-2 にお答えください。）

（3）
（1）の目的の達成度はどのような状況でしょうか？（2）
退職給付制度実施の目的は何ですか？（1）

5. その他

その他、ご意見、ご質問等がありましたら、お聞かせください。
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Appendix –お問い合わせ先

本調査に関するお問い合わせ、ご質問等は下記までご連絡をお願いいたします

集計結果内容について

ｱｰﾝｽﾄｱﾝﾄﾞﾔﾝｸﾞ・ﾄﾗﾝｻﾞｸｼｮﾝ・ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞﾘｰ・ｻｰﾋﾞｽ株式会社

ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ部門 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ

渡邉 武広

Tel: 03-5401-6632
Email: humancapital@jp.ey.com

集計結果送付等の事務手続きについて

新日本有限責任監査法人

総合企画室 ｴﾘｱ戦略 ｱｿｼｴｰﾄ

中村 哲士

Tel: 03-3503-1268
Email: nakamura-tssh@shinnihon.or.jp

mailto:humancapital@jp.ey.com
mailto:nakamura-tssh@shinnihon.or.jp


新日本有限責任監査法人

〒100-0011
東京都千代田区内幸町2丁目2番3号
日比谷国際ビル

電話番号 03-3503-1100
ファックス 03-3503-1908

www.shinnihon.or.jp

「アーンスト·アンド·ヤング」とは、アーンスト·アンド·ヤング·グローバル·
リミテッドのメンバーファームで構成されるグローバル·ネットワークを
指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト·アン
ド·ヤング·グローバル·リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、
顧客サービスは提供していません。」

アーンストアンドヤング
トランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社

〒105-6207
東京都港区愛宕 2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー

電話番号 03-5401-7100
ファックス 03-5401-7166

www.eytas.jp

http://www.shinnihon.or.jp
http://www.eytas.jp

